
１８使用料及び手数料 

 １使用料 

 

現状 

 新居浜市の使用料は、当初に設定された額が長期間据え置かれているもの

が多く、また昭和37年に設置された市民文化センターの使用料が全市的な料

金算定の基礎になっているため、施設の管理運営費に対して使用料収入が非

常に少ないものが大半を占めている。別子山村については施設数自体が少な



く、福祉センターの使用料が目立つ程度である。 

 

課題 

 新居浜市と別子山村では自治体の規模及び施設数に余りにも差があるため、

合併後は別子山村の施設の使用料についても、新居浜市の使用料基準に合わ

せていかざるを得ないと思われる。長期間使用料の見直しを行っていない新

居浜市は、今後合併へ向け、使用料全般について受益と負担の原則に基づい

た適正な額への見直しを図っていかなければならない。 

効果 

 別子山村の施設について、合併により利用増が期待される。 

 

 ２手数料 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



現状 

 手数料は、特定の者に提供する役務に対し、その事務に要する経費に充て

るため徴収するものである。新居浜市では、市独自で料金設定が可能な幼稚

園入園料、工業試験場手数料は、民間や他県等の施設に比べ著しく低額にな

っている。別子山村では、戸籍の謄本または、抄本の交付、犬の登録に関す

る手数料等新居浜市と同額のものがある一方で、印鑑に関する証明、身分に

関する証明等新居浜市と比べ額が非常に低いものがある。 

課題 

 新居浜市の手数料のうち、額が著しく低いものについては見直しが必要で

ある。別子山村では、印鑑に関する証明、身分に関する証明等新居浜市と比

べ額が非常に低い手数料等について新居浜市の額に合わせた見直しが必要で

ある。 

 


